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対象者を層い入れた場合

中小企業は100万円
が支給されます。

大企業は50万 円

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先

が未決定の新規学校卒業者をハロ
ーワークの紹介により正規雇用する場合

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳 未満

年長フリーター等(25歳 以上40歳 未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハロ

ーワークからの紹介により

正規雇用する場合

i欝レ昌骨詩合告昌畳骨魯民岳轡魯魯雷暑督言書畳88昌幕営忍岳留磐職業経験、
技能、

②トライアル雇用1活用1型

・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、 トライアル雇用

終了後尋|き続き同一事業所で正輝雇用する揚含
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳 以上40歳 未満

,トライアル雇用開始日前 1年 間に雇用保険の
一般被保険者でなかつた者

③有期実習型訓練修了者雇用型

萄讃謬卍酸魏脇竪ゆ繁畳鰹緑躍露と軍換亀税毛響訴
ては、奨励金の対象となりません)

有 期 実 習 型 副|1練修 了後 の 雇 入 れ 日 (有期実習
聖訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規

雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳 以上40歳 末滝

ク



奨励金の支給額

中小企業事業主とは

中小企業事業主とは、以下の事業主です。

小売業 (飲食店を自む)

サービス業

卸売業

その他の業種

叉は 「資本又は出資の額が 5千 万円以下」

又は 「資本又は出資の額が 5千 万円以下」

又は 「資本又は出資の額が 1億 円以下」

叉ほ 「資本叉は出資の額が 3億 円以下」

正規雇用する場合とは

労』憂据馨震紹唇P窪盗襟雇呂王縫晶藻淡≧
陳<。 )と して雇用する揚台』を指します。

週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である

(ただし1週間の所定労働8手間が30時間末満の者を

有期実習型副|1線修了者雇用型の く注〉について

章屋と:轟嬰霜謡藩裂甕箇喜言患『決扇〒賓習言轡轡縁]君「零階雷宮景暑畳8麿督承31の
手蕗電蕎所騒嵩畜審顧留騒醤紀騒」零思蕃堅姦
に比し短く、かつ、3① 時間未満である者。

る労働者

※※「若年者等正規雇用化特別‐奨励金制度」を活用される場合は

求人票に「若年者等正規雇用化特別奨励金制度」を活用する旨の表示が

必要となりまする

ぐf)厚
生労働省・都道府

号
労働局 コハローワーク


